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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法 

（目的） 

第１条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手

続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に

関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な

発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある

発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的と

する。 

（開発許可の基準） 

第 33 条第３項 地方公共団体は、その地方の自然的

条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築そ

の他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、

前項の政令で定める技術的細目のみによっては環

境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが

困難であると認められ、又は当該技術的細目によら

なくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上

支障がないと認められる場合においては、政令で定

める基準に従い、条例で、当該技術的細目において

定められた制限を強化し、又は緩和することができ

る。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和 43 年法律第

100号。以下「法」という。）第 33条第３項及び第

４項並びに第 34条第 11号及び第 12号並びに都市

計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号。以下「政

令」という。）第36条第１項第３号のハの規定によ

り、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市計画法に基づく開発許可等

の基準に関する条例（平成 16 年長野県条例第 23 

号。以下「条例」という。）の規定に基づき、条例

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （趣旨） 

第１ この指針は、開発行為等の許可の審査につい

て、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」

という。）、都市計画法施行令(昭和44年政令第158

号。以下「政令」という｡)、 都市計画法施行規則

（昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。）、

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条

例（平成16年長野県条例第23号。以下「条例」と

いう。）及びその他関係法令の規定する内容に関し

て必要な事項を定めるものとする。 

 （趣旨） 

第１ この基準は、開発行為の実施について都市計画

法（昭和 43年法律第 100号以下「法」という。）、

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号以下「政

令」という｡)、 都市計画法施行規則（昭和44年建

設省令第49号以下「省令」という。）及びその他関

係法令に規定するもののほか必要な事項を定める

ものとする。 

   （開発地の選定） 

第２ 開発地の選定に当たって、あらかじめ法令等に

よる行為規制、地形、地質、地盤条件等の土地条件、

過去の災害記録、各種公表された災害危険想定地域

の関係資料等について必要な情報を収集し、防災上

の観点から検討が行われたものであること。 

（環境保全） 

第３ 開発行為の計画に当たって、開発地とその周辺

における自然の地形、樹木等を有効に利用するほ

か、遺跡、文化財、災害等に留意しながら良好な環

境を保全するよう配慮されたものであること。 

２ 遺跡、文化財等の取扱については、「開発と文化

財の取扱についての調整、調査に関する事務処理等

の標準について」（昭和61年４月11日建設省経整

発第21号、建設省経民発第９号、建設省都区発第

26号）によるものとする。 

３ 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）の規定

による有害物質使用特定施設の敷地であった土地

を開発しようとする場合は、必要な手続き及び措

置を講じられたものであること。 

 

 （環境保全） 

第３ 開発行為の計画に当たっては、開発地とその周

辺における自然の地形、樹木等を有効に利用するほ

か、遺跡、文化財等にも留意しながらできる限り良

好な環境を保全するものとする。 

 （開発地の選定） 

第４ 開発行為をしようとする者は、開発地の選定に

当たり、現地調査、地形図、地質図、文献等により

開発地及びその周辺の区域の状況について調査し、

開発地の安全性を確認するものとする。 
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法 

（開発許可の基準） 

第33条第４項 地方公共団体は、良好な住居等の環

境の形成又は保持のため必要と認める場合におい

ては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、

目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区

域内において予定される建築物の敷地面積の最低

限度に関する制限を定めることができる。 

 

都市計画法施行令 
（法第33条第４項の政令で定める基準） 

第 29 条の３ 法第 33 条第４項の政令で定める基準

は、建築物の敷地面積の最低限度が 200 平方メー

トル（市街地の周辺その他の良好な自然的環境を

形成している地域においては、300平方メートル）

を超えないこととする。 

 

（法第 33 条第４項の規定による予定される建築物

の敷地面積の最低限度） 

第４条 法第 33 条第４項の規定による開発区域内に

おいて予定される建築物の敷地面積の最低限度は、

市街化調整区域内において行われる開発行為で予

定される建築物の用途が住宅（住宅以外の用途を兼

ねるものを含む。）であるものについて、300 平方

メートルとする。ただし、開発区域の形状、開発区

域内の土地の地形、開発区域内において予定される

建築物の規模等に照らしてこれによることが著し

く困難であると認められる場合は、この限りでな

い。 

 

 

  

 

 

  （街区計画） 

第５ 街区は、居住者の動線、通風、採光等を予定建

築物に応じて考慮し、計画するものとする。 

2 戸建住宅の標準的な街区にあっては、長辺をおお

むね 80メートルから 120メートル、短辺をおおむ

ね30メートルから50メートルとする。 

3 街区構成として道路のＵ字形配置方式又は袋路

状方式を取り入れる場合においては、居住者の通行

及び避難上支障とならないよう必要に応じて、歩行

者専用道路等を有効に配置するものとする。 

（宅地規模） 

第６ 戸建住宅の一宅地規模は、原則として200平方

メートル以上とする。ただし、用途地域の指定のあ

る区域にあっては、150平方メートル以上とするこ

とができる。 

2 長屋建住宅の一宅地規模は、一戸当たり原則とし

て80平方メートル以上とする。 

地区計画、建築協定等により良好な居住環境の確

保が図れる見込みがある開発計画については、前２

項の規定によらないことができる。 

 

都市計画法 

（公共施設の管理者の同意等） 
第 32 条 開発許可を申請しようとする者は、あらか

じめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と

協議し、その同意を得なければならない。 

２ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、

開発行為又は開発行為に関する工事により設置さ

れる公共施設を管理することとなる者その他政令

で定める者と協議しなければならない。 

３ 前２項に規定する公共施設の管理者又は公共施

設を管理することとなる者は、公共施設の適切な

管理を確保する観点から、前２項の協議を行うも

のとする。 

（開発行為等により設置された公共施設の管理） 
第 39 条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に

関する工事により公共施設が設置されたときは、

その公共施設は、第36条第３項の公告の日の翌日

において、その公共施設の存する市町村の管理に

属するものとする。ただし、他の法律に基づく管

理者が別にあるとき、又は第32条第２項の協議に

より管理者について別段の定めをしたときは、そ

れらの者の管理に属するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （公共施設の管理の適正化） 

第４ 開発行為又は開発行為に関する工事により設

置される公共施設の管理者について法第39条ただ

し書きの規定による別段の定めをする場合は、そ

の公共施設の存する市町村長と管理をすることと

なる者とが、次に掲げる事項について管理協定を

締結して管理を行うものであること。 

(1) 目的 

(2) 適用範囲 

(3) 管理方法 

(4) 協議等 

(5) 費用負担 

(6) 雑則 

(7) その他 

 

 （指導等） 

第２ 市町村長等は、開発行為の指導並びに法第 32

条の協議に当たっては、この基準に準拠して行う

ものとする。 

 

 



技術的基準に関する関係規定一覧表                                                                      3／12 
 

法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法 
（開発許可の基準） 

第33条第１項 
七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防
止するため、開発区域内の土地について、地盤の改
良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措
置が講ぜられるように設計が定められていること。
この場合において、開発区域内の土地の全部又は一
部が次の表の左欄に掲げる区域内の土地であると
きは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の
計画が、同表の右欄に掲げる基準に適合しているこ
と。 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必
要な技術的細目は、政令で定める。 

 
都市計画法施行令 
第28条 法第33条第２項に規定する技術的細目のう

ち、同条第１項第７号に関するものは、次に掲げ
るものとする。 

一 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じ
ないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講
ぜられていること。 

四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水
又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑り
が生じないように、おおむね 30センチメートル以
下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土
を盛るごとに、これをローラーその他これに類する
建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じ
て地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜら
れていること。 

五 著しく傾斜している土地において盛土をする場
合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が
滑り面とならないように、段切りその他の措置が講
ぜられていること。 

六 開発行為によって生じたがけ面は、崩壊しないよ
うに、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設
置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措
置が講ぜられていること。 

 
都市計画法施行規則 
（がけ面の保護） 

第 23 条 切土をした土地の部分に生ずる高さが２メ
ートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生
ずる高さが１メートルをこえるがけ又は切土と盛
土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２メ
ートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわな
ければならない。 
（擁壁に関する技術的細目） 

第27条 第23条第１項の規定により設置される擁壁
については、次に定めるところによらなければな
らない。 

２ 開発行為によって生ずるがけのがけ面を覆う擁
壁で高さが２メートルを超えるものについては、
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第142
条（同令第７章の８の準用に関する部分を除く。）
の規定を準用する。 

（政令第 28 条に係る技術的細目において定められ
た制限の強化） 
第３条 法第 33 条第３項の規定による技術的細目に
おいて定められた制限の強化のうち、政令第 28条
第４号から第６号までに係るものは、次の表の左欄
に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる
ものであることとする。 

左欄  
政令第 28条第４号に規定する技術的細目におい

て定められた制限の強化 
右欄 
(1) 盛土の高さが 15 メートル以上である場合にあ
っては、知事が定める方法により、のり面の安定
性が確認されていること。 

(2) 盛土には、ゆるみ、沈下又は崩壊が生じるおそ
れの高いものが用いられていないこと。 

(3) 盛土をする前の地盤面に湧水又は地下浸透水
がある場合にあっては、盛土内に滞水が生じない
よう必要な措置が講じられていること。 

左欄 
 政令第 28条第５号に規定する技術的細目におい
て定められた制限の強化 

右欄 
 盛土をする前の地盤面の勾配が15度を超え、か
つ、盛土の高さが２メートルを超える場合にあっ
ては、規則で定めるところにより、盛土をする前
の地盤面に段切りが講じられていること。 

左欄 
 政令第28条第６号に規定する技術的細目におい
て定められた制限の強化 

右欄 
切土又は盛土によって生じたがけ（規則で定め

るものに限る。）には、規則で定めるところにより、
小段が設けられていること。 

 （条例第３条第１項の規定による段切り等） 
第２条 条例第３条第１項の規定による段切りは、次
の各号のいずれにも該当する段が設けられるよう
行われるものとする。 
(1) 高さ0.5メートル以上であること。 
(2) 幅１メートル以上であること。 
(3) 当該段の上面に盛土をする前の地盤面の下端

に向かって盛土内の水が流れるように勾配がと
られていることその他排水のための措置が講じ
られていること。 

２ 条例第３条第１項の規則で定めるがけは、地表面
が水平面に対し 30 度を超える角度を成す土地（地
表面が硬岩盤であるものを除く。）とする。 

３ 条例第３条第１項の規定による小段は、次の各号
のいずれにも該当するものであることとし、がけの
高さ５メートル以内ごとに設けられるものとする。 
(1) 幅１.5メートル以上であること。 
(2) 側溝その他の排水のための措置が講じられて

いること。 

（造成の設計） 
第５ 造成の設計に当たり、気象、地形、地質、地質
構造、土質、環境、土地利用状況に関する調査を行
い、開発区域（必要に応じてその周辺区域を含む。）
の状況を確認されたものであること。 

２ 造成計画に当たり、できる限り開発区域内及びそ
の周辺で土量のバランスがとれるように計画され
たものであり、やむを得ず残土を区域外に搬出する
場合は、運搬経路の設定に当たり、事前に経路付近
の状況を調査し、必要に応じて関係機関等と打ち合
わせを行い、騒音、振動、塵埃等の防止に努めると
ともに、運搬時の道路交通状況を把握し安全な運搬
のための必要な措置が講じられているものである
こと。また、受入地において埋め立てや盛土を行う
場合は、土砂の崩壊や降雨による流出等のより災害
が生じないよう適切な措置を講じられているもの
であること。 

３ 地盤調査等により、地層に泥炭質地盤、軟らかい
粘土質地盤等が見られる場合及び安定計算を要す
る場合は、土質試験等によるものであること。 

４ 条例第３条に規定する、盛土の高さが 15 メート
ル以上である場合ののり面の安定性の確認は、宅地
造成及び特定盛土等規制法担当部局と連携の上、地
質学等の学識経験者や専門技術者による考察等に
より確認すること。 

５ 盛土材料は、せん断強度が大きく、かつ、圧縮性
の小さい土を使用するものとし、ベントナイトや有
機質を含んだ土は使用しないものとする。 

６ 盛土に際し旧地盤の切株、雑草、腐食土等は、除
去するものとする。 

７ 条例第３条の規定による盛土内に滞水が生じな
いよう必要な措置は、在来地盤に湧水箇所等がある
場合に、盛土内に水平排水層等を設置して地下水の
上昇を防ぐとともに、降雨による浸透水を速やかに
排除して盛土の安定が図られるものであること。 

８ 省令第23条の規定による擁壁は、建設省制定「土
木構造物標準設計」及び社団法人日本建築士会連合
会発行「構造図集擁壁」を参考とする。 

 （防災工事） 
第６ 工事施工中において、急激な出水、濁水及び土
砂の流出が生じないよう、湧水箇所及び法面に仮排
水路を設置するとともに、必要な箇所に仮防災調整
池、沈砂池を設置する等の土砂流出防止対策が施さ
れるものであること。 

２ 土砂流出防災対策として設置する仮防災調整池、
沈砂池、仮排水路等は、本工事の着手に先立って施
工されるものであること。 

（造成の設計） 
第７ 造成の設計は、開発区域及び当該開発行為に関
する工事をする区域の地形、地質、地下水、地盤等
について調査の上行うものとする。 

第８ 造成計画に当たっては、できる限り開発区域内
及びその周辺で土量のバランスがとれるように計
画するものとする。 
（切 土） 

第９ 勾配が 30 度を超え、かつ、高さが５メートル
を超える切土については、高さ５メートル以内ごと
に幅１メートル以上の小段を設置し、小段には排水
施設を設けるものとする。 
（盛 土） 

第10 盛土高さは、原則として15メートル未満とす
る。ただし、安定計算により安全上支障がないと認
められる場合においては、盛土高さを 15 メートル
以上とすることができる。 

２ 高さが5メートルを超える盛土については、高さ
5メートル以内毎に幅1.5メートル以上の小段を設
置し、小段には排水施設を設けるものとする。 

３ 盛土材料は、せん断強度が大きく、かつ、圧縮性
の小さい土を使用するものとし、ベントナイトや有
機質を含んだ土は使用しないものとする。 

４ 盛土に際し旧地盤の切株、雑草、腐食土等は、除
去するものとする。 

５ 盛土に際し地盤面に湧水及び地下浸透水がある
場合は、暗渠等を用いて排水するものとする。 

６ 政令第 28 条第５号の規定による段切り等の措置
は、旧地盤の傾斜が 20 パーセント以上、かつ、盛
土高さが２メートルを超える場合に行うものとし、
段切に当たっては、高さ0.3メートルから２メート
ル、幅１メートル以上の段をとるものとする。 

  また、段には３パーセントから５パーセントの排
水勾配をつけるものとする。 
（防災工事） 

第 11 造成工事中は、湧水箇所及び法面に仮排水路
を設置するとともに、要所に沈砂池を設けるものと
する。 

２ 防災調整池の構造及び規模は、長野県土木部河川
課の「開発に伴なう調整池技術基準（案）」（昭和
50年９月 13日付 50河第 231号）により設置する
ものとする。 
（擁 壁） 

第12 省令第23条の規定による擁壁は、宅地造成等
規制法施行令（昭和37年政令第16号）第６条から
第10条まで及び第15条の規定又は建設省制定「土
木構造物標準設計」により設置するものとする。 
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法 

第33条第１項 

二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の

用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に

あっては、道路、公園、広場その他の公共の用に供

する空地（消防に必要な水利が十分でない場合に設

置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、次

に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防

止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がな

いような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開

発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の

道路に接続するように設計が定められていること。

この場合において、当該空地に関する都市計画が定

められているときは、設計がこれに適合しているこ

と。 
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

 

都市計画法施行令 

第25条 法第33条第２項に規定する技術的細目のう

ち、法第33条第１項第２号に関するものは、次に

掲げるものとする。 
一 道路は、都市計画において定められた道路及び開

発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、

開発区域外にある道路と接続する必要があるとき

は、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効

に発揮されるように設計されていること。 

二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模

等に応じて、６メートル以上 12メートル以下で国

土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がな

い場合は、４メートル）以上の幅員の道路が当該予

定建築物等の敷地に接するように配置されている

こと。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域

の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、

これによることが著しく困難と認められる場合で

あって、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全

上及び事業活動の効率上支障がないと認められる

規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるもの

が配置されているときは、この限りでない。 

 

都市計画法施行規則 

第20条 令第25条第２号の国土交通省令で定める道

路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若し

くは第一種特定工作物の敷地でその規模が 1,000

平方メートル未満のものにあっては６メートル（多

雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要が

あると認められる場合にあっては、８メートル）、

その他のものにあっては９メートルとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路幅員） 

第７ 開発区域内の道路幅員の数値のとり方は、当該

開発区域を管轄する市町村が定める基準による。な

お、当該市町村に基準が定められていない場合、「宅

地開発指導要綱に関する措置方針について」（昭和

58年8月2日付建設省計民発第50号建設省事務次

官通達）第1－Ⅱ－四－(1)の図を標準とする。 

（小幅員区画道路） 

第８ 政令第 25 条第２号の規定による小区間で通行

上支障がない場合の道路とは、「小幅員区画道路の

計画基準（案）」（昭和61年４月11日建設省経宅発

第 38 号建設省建設経済局長通達）に適合するもの

で、適切に維持管理されることが認められるもので

あること。 

 （道路計画）                                           

第 13 開発区域内の道路は、発生交通量、居住者の

動線等を考慮し開発区域の規模に応じて、第 14 に

掲げる道路を適切に配置するものとする。                                   

 （区域内の道路） 

第 14 道路の幅員は、次の表に掲げる道路幅員の数

値以上とする。ただし、別荘開発その他これらに類

する保健休養施設の開発については、この限りでな

い。 

 

(1) 区画道路とは、主として各敷地が接する道路を

いう。 

(2) 補助幹線道路とは、区画道路と接続し、幹線道

路と連絡する道路をいう。 

(3) 幹線道路とは、おおむね 500メートル間隔で組

まれ、母都市あるいは地区外の主要な地点とを結

ぶ道路をいう。 

(4) 道路幅員の数値のとり方は、次の図を標準とす

る。なお、Ｌ型側溝、コンクリート蓋を設置する

等実態的に見て車両通行上支障がない場合で道路

管理者が認めたときは、有効幅員に含めることが

できるものとする。 

 

第15 政令第25条第２号の規定による小区間で通行

上支障がない場合の道路とは、次の各号に掲げるも

のとする。 

(1) １ヘクタール以上の住宅地開発であって、開発

区域内又は開発区域周辺の幅員６メートル以上の

道路に接続する道路で、道路延長が次の表に掲げ

る数値以下のもの 

(2) １ヘクタール未満の住宅地開発にあっては、開

発区域の周辺に幅員４メートル以上の道路が既

にあり、この道路又は開発区域内の幅員６メート

ル以上の道路に接続している道路で、道路延長が

前号に掲げる数値以下のもの 

 

※道路延長とは、道路中心線の長さの合計とする。 
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法施行規則 

第20条の２ 令第25条第２号ただし書の国土交通省

令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するも

のとする。 

一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の

当該開発区域に接する道路であること。 

二 幅員が４メートル以上であること。 

 

   （敷地に接する既存道路） 

第９ 政令第 25 条第２号ただし書きの規定は、省令

第 20 条の２各号に掲げる要件に該当する道路が配

置されているもののうち、次の各号に該当する場合

に適用できるものとする。 

(1) 「開発許可制度運用指針」（平成26年８月１日

国都計第 67 号国土交通省都市局長通知）Ⅰ－５

－２(1)に適合するものであること。 

(2) 当該開発区域を管轄する市町村長の環境の保

全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動

の効率上支障がない旨の意見が付されているも

のであること。 

 

政令第25条第２号ただし書きの運用 

  （平成７年４月10日付け７建第44号） 

  政令第 25 条第２号ただし書きの規定は、都市計画

法施行規則（昭和 44年省令第 49号）第 20条の２各

号に掲げる要件に該当する道路が配置されているも

ののうち、次の各号に該当するものに適用することが

できるものであること。 

(3) 開発区域外の既存道路に直接接して行われる一

敷地の単体的な自己の業務用に係る開発行為であ

ること。 

(4) 開発計画及び周辺の状況が、次のいずれかに該

当するもの。 

ア 開発面積が１ヘクタール未満であるもの 

イ 周辺にがけや河川等が存在し、拡幅が困難であ

ること。 

ウ 既存道路沿いに家屋が連たんしており、道路拡

幅が困難であること。 

エ 敷地が接する部分の既存道路を６メートル以

上の幅員で交通の用に供するように整備し、か

つ、交通に支障を来さないよう配慮した開発計画

であること。 

(3) 開発計画及びの道路の状況等が次のすべてに該

当するものであること。 

ア 道路中心線から、１階にあっては３メートル、

２階以上にあっては５メートル以内に建築物が

配置されないこと。 

イ 当該道路は商店連たん地区や駅周辺の歩行者

が多い道路でないこと。 

ウ 既存道路の申請時交通量と開発区域から発生

する推定交通量の和が、道路構造令に規定する道

路幅員に対応する台数以内であること。 

エ 予定建築物は大規模商業施設（売場面積1,500

平方メートルを超えるもの）又は大規模流通業務

施設（最大規模が５トン以上の大型自動車の発着

回数が１日平均20回以上のもの）  
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法施行令 

第25条 法第33条第２項に規定する技術的細目のう

ち、法第 33条第１項第２号に関するものは、次に

掲げるものとする。 

四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員９

メートル（主として住宅の建築の用に供する目的で

行なう開発行為にあっては、6.5メートル）以上の

道路（開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得

ないと認められるときは、車両の通行に支障がない

道路）に接続していること。 

五 開発区域内の幅員９メートル以上の道路は、歩車

道が分離されていること。 

 

都市計画法施行規則 

第24条 令第29条の規定により定める技術的細目の

うち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支

障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾

配が附されていること。 

二 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側

溝、街渠その他の適当な施設が設けられているこ

と。 

三 道路の縦断勾配は、９パーセント以下であるこ

と。ただし、地形等によりやむを得ないと認められ

る場合は、小区間に限り、12 パーセント以下とす

ることができる。 

四 道路は、階段状でないこと。ただし、もっぱら歩

行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障

がないと認められるものにあっては、この限りでな

い。 

七 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作

物によって車道から分離されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 （接続道路） 

第10 政令第25条第４号の規定による車両の通行に

支障がない道路とは、建築基準法（昭和 25年法律

第 201号）第 42条第１項に規定する道路で、法第

32 条第１項の規定による管理者の同意が得られた

ものであること。 

（道路の構造） 

第11 省令第24条第１号及び第２号の規定による道

路の構造及び施設は、当該開発区域を管轄する市町

村が定める基準によるものとする。なお、当該市町

村に基準が定められていない場合は、道路構造令

（昭和 45年 10月 29日政令第 320号）の規定に準

ずるものとする。 

（縦断勾配） 

第12 省令第24条第３号ただし書の規定は、すべり

止めの処置等を施し、適切に維持管理されることが

認められるものに適用することができるものとす

る。 

 （歩道の幅員） 

第16 歩車道を区分する場合の歩道の幅員は、1.5メ

ートル以上とする。ただし、街路樹、電柱等の路上

施設を設ける場合においては、必要に応じて幅員を

増すものとする。 

 （接続道路） 

第17 政令第25条第４号の規定による車両の通行に

支障がない道路とは、建築基準法（昭和 25 年法律

第 201号）第 42条第１項に規定する道路とする。

ただし、小規模な開発で二方向に避難できる等周辺

の状況によりやむを得ない場合においては、同法第

42条第2項に規定する道路とすることができる。 

（道路の舗装） 

第18 省令第24条第１号の規定による構造は、凍上

深度並びに通行車両の種別及び交通量を勘案する

ものとする。なお、当該開発区域を管轄する市町村

に舗装基準がある場合においては、これによること

ができる。 

 （曲線半径） 

第 19 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分の

中心線の曲線半径は、当該道路の幅員に応じ、次の

表に掲げる数値以上とする。 

 

 （横断勾配） 

第20 省令第24条第１号の規定による横断勾配は、

次の表のとおりとする。ただし、曲線部分の片勾配

にあっては、この限りでない。 

 

（道路の排水施設） 

第 21 道路には、雨水等が有効に排出できるように

次の各号に掲げる規格以上の側溝を設けるものと

する。ただし、側溝の構造は現場打鉄筋コンクリー

ト造であっても差し支えないものとする。 

(1) Ｕ字溝の場合は、日本工業規格による遠心力鉄

筋コンクリートＵ形240以上のものであること。 

(2) Ｌ字溝の場合は、日本工業規格による遠心力鉄

筋コンクリートＬ形350以上のものであること。 

（縦断勾配） 

第 22  住宅地内の道路で縦断勾配が９パーセントを

越える場合においては、舗装の上すべり止めの処置

を施すものとする。 
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法施行規則 

第24条 令第29条の規定により定める技術的細目の

うち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。 

五 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の

延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定

されている場合又は転回広場及び避難通路が設け

られている場合等避難上及び車両の通行上支障が

ない場合は、この限りでない。 

 
 

 （袋路状道路） 

第13 省令第24条第５号ただし書きの規定は、適切

に維持管理されることが認められるものに適用す

ることができるものとする。 

 

 （袋路状道路） 

第23 省令第24条第５号ただし書きの規定による袋

路状道路は、次の各号によるものとする。 

(1) 幅員６メートル以上、かつ、延長100メートル

以下とすること。 

(2) 幅員４メートル（有効幅員）以上、かつ、延長

35メートル以下とすること。 

(3) 終端には、次の図のいずれかに該当する転回広

場を設けること。 

２ 別荘開発その他これらに類する保健休養施設の

開発については、前項第1号及び第2号の規定は適

用しないことができる。 

 

 

六 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接

続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適

当な長さで街角が切り取られていること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （道路の隅切り） 

第14 省令第24条第６号の規定による道路の交差角

の隅切りは、当該開発区域を管轄する市町村が定め

る基準によるものとする。なお、当該市町村に基準

が定められていない場合、次の表を標準とする。 

 

（道路の隅切り） 

第24 道路の交差角は原則として45度以上とし、そ

の隅切りは次の表を基準とする。 
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法施行令 

第25条 

六 開発区域の面積が 0.3 ヘクタール以上５ヘクタ

ール未満の開発行為にあっては、開発区域に、面積

の合計が開発区域の面積の３パーセント以上の公

園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、

開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が

存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のもの

であり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域

の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地

の配置を勘案して特に必要がないと認められる場

合は、この限りでない。 

七 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為

にあっては、国土交通省令で定めるところにより、

面積が一箇所300平方メートル以上であり、かつ、

その面積の合計が開発区域の面積の３パーセント

以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のもの

である場合は、公園、緑地又は広場）が設けられて

いること。 
第29条の２ 

五 第25条第６号の技術的細目に定められた制限の

強化は、次に掲げるところによるものであること。 
ハ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の

開発区域の面積に対する割合の最低限度につい

て、６パーセントを超えない範囲で、開発区域及

びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を

勘案して特に必要があると認められる場合に行

うこと。 

六 第25条第７号の技術的細目に定められた制限の

強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置

すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは一箇所

当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計

の開発区域の面積に対する割合の最低限度（６パー

セントを超えない範囲に限る。）について行うもの

であること。 

 

都市計画法施行規則 

第25条 令第29条の規定により定める技術的細目の

うち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。 
一 面積が 1,000 平方メートル以上の公園にあって

は、２以上の出入口が配置されていること。 

二 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場

合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の

確保を図るための措置が講ぜられていること。 

三 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置で

きる形状及び勾配で設けられていること。 

四 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な

施設が設けられていること。 

（政令第 25 条に係る技術的細目において定められ

た制限の強化） 

第２条 法第 33 条第３項の規定による技術的細目に

おいて定められた制限の強化のうち、政令第 25条

第６号及び第７号に係るものは、設置すべき公園、

緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対

する割合の最低限度について、開発行為が用途地域

の定められていない土地の区域内において行われ

るものであり、かつ、予定建築物等の用途が住宅以

外のものである場合に、６パーセントとすることと

する。 

 

 （公園、緑地等の面積） 

第15 政令第25条第６号ただし書の規定は、開発区

域の付近に公園が存する場合、自己の業務用の開発

行為でその敷地が一である場合、開発行為の目的が

別荘地である場合及び再開発型開発行為（開発許可

制度運用指針（平成26年８月１日国都計第67号国

土交通省都市局長通知）Ⅰ－５－３(5)）である場

合等、開発区域周辺の状況、予定建築物等の用途及

び敷地の配置を勘案して、当該開発区域を管轄する

市町村長の特に設ける必要がない旨の意見が付さ

れている場合に適用することができるものとする。 

 

 （公園、緑地等の面積） 

第25 政令第25条第６号の規定による公園、緑地及

び広場の1か所の面積は、次の表によるものとする。 

 
 

政令第25条第６号ただし書きの運用 

 （平成７年４月10日付け７建第44号） 

 政令第 25 条第６号ただし書の規定は、次の各号の

いずれかに該当するものに適用することができるも

のとする。 

(1) 開発区域の付近に公園が存する場合で、次のいず

れかに該当するものであること。 

ア 開発区域が、2,500平方メートル以上の公園の

周囲概ね 250 メートルの範囲内に隣接するもの

であること。 

イ 開発区域が当該面積の 12 パーセント以上の面

積を有する公園に隣接するものであること。 

(2) 自己の業務用の開発行為でその敷地が一である

もの。ただし、予定建築物が工場、事業所、興行所、

百貨店、物品販売業を営む店舗その他多数の者が集

まる用途である場合は 次の事項をすべて満たす

ものに限る。 

ア 任意に設定する幅が４メートル以上の公園、緑

地又は広場等の空地（グラウンド、テニスコート

等福利厚生のための空地を含む。以下「余裕地」

という。）が、開発区域の５パーセント以上確保

されているものであること。 

イ 少なくとも１か所の余裕地の面積が、150平方

メートル以上であること。 

ウ 余裕地は環境の保全上、災害の防止上又は利用

者の利便上有効に配置されたものであること。 

(3) 開発行為の目的が別荘地であるもの 

(4) 再開発型開発行為（昭和 62年８月 18日付け建

設省経民発第 31 号建設省建設経済局長通達の下

記の2）であるもの 

 （公園、緑地等の地形） 

第 26 公園、緑地及び広場は、原則として平坦であ

ることとし、勾配がある場合においては、利用形

態等を考慮して幼児及び児童の安全が確保される

よう配慮するものとする。 

 



技術的基準に関する関係規定一覧表                                                                      9／12 
 

法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法 

第33条第１項 

四 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の

用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に

あっては、水道その他の給水施設が、第２号イから

ニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域につ

いて想定される需要に支障を来さないような構造

及び能力で適当に配置されるように設計が定めら

れていること。この場合において、当該給水施設に

関する都市計画が定められているときは、設計がこ

れに適合していること。 

 

都市計画法施行令 

第25条 

八 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼そ

の他の水利が消防法（昭和23年法律第186号）第

20条第１項の規定による勧告に係る基準に適合し

ていない場合において設置する貯水施設は、当該基

準に適合しているものであること。 

 

消防法 

第20条 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれ

を勧告する。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 （給水施設） 

第 27 開発区域内の給水施設は、水道事業者の定め

る施設基準に基づき設計し、施工するものとする。 

 （消防水利施設） 

第28 消防水利施設は、消防法第20条第１項の規定

による消防水利の基準（昭和 39 年消防庁告示第７

号）に適合するよう配置するものとする。 
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法 

第33条 

三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘

案して、開発区域内の下水道法（昭和33年法律第

79号）第２条第１号に規定する下水を有効に排出

するとともに、その排出によって開発区域及びその

周辺の地域に溢水等による被害が生じないような

構造及び能力で適当に配置されるように設計が定

められていること。この場合において、当該排水施

設に関する都市計画が定められているときは、設計

がこれに適合していること。 
イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先

の状況 

 

都市計画法施行令 

第26条 法第33条第２項に規定する技術的細目のう

ち、同条第１項第３号に関するものは、次に掲げ

るものとする。 
一 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定める

ところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物

等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を

有効に排出できるように、管渠の勾配及び断面積が

定められていること。 

二 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利

水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下

水を有効かつ適切に排出できるように、下水道、排

水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水

域若しくは海域に接続していること。この場合にお

いて、放流先の排水能力によりやむを得ないと認め

られるときは、開発区域内において一時雨水を貯留

する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨

げない。 

三 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと

同程度以上に清浄であるものを含む。）以外の下水

は、原則として、暗渠によって排出できるように定

められていること。 

 

都市計画法施行規則 

第22条 排水施設の管渠の勾配及び断面積は、５年

に１回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨

強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又

は事業に起因し、又は附随する廃水量及び地下水量

から算定した計画汚水量を有効に排出することが

できるように定めなければならない。 
第26条 令第29条の規定により定める技術的細目の

うち、排水施設に関するものは、次に掲げるものと

する。 

一 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であるこ

と。 

  （排水施設の設計） 

第 16 排水管の設計は、次の各号により行われたも

のであること。 

(1) 汚水管渠にあっては、計画時間最大汚水量を用

いる。 

(2) 雨水管渠にあっては、計画雨水量を用いる。 

(3) 合流管渠にあっては、計画時間最大汚水量と計

画雨水量の和を用いる。 

(4) 設計流速は、次の表に掲げる数値による。 

 

(5) 排水管渠の流量は、次の式のいずれかにより算

定する。 

 

(ｱ) マニング式 

 

(ｲ) クッター式 

 

 （排水計画） 

第 29 排水施設の計画に当たっては、開発区域の規

模、地形、予定建築物の用途及び周辺の状況を勘案

し、雨水及び汚水を有効かつ適切に排出できるよう

にするものとする。 

 （排水施設の設計） 

第 30 公共の用に供する排水管の設計は、次の各号

により行うものとする。 

(1) 汚水管渠にあっては、計画時間最大汚水量を用

いる。 

(2) 雨水管渠にあっては、計画雨水量を用いる。 

(3) 合流管渠にあっては、計画時間最大汚水量と計

画雨水量の和を用いる。 

(4) 設計流速は、次の表に掲げる数値によるものと

する。 

 

(5) 排水管渠の流量は、次の式のいずれかにより算

定するものとする。 

 

 

２ 管径は、汚水管にあっては 200 ミリメートル以

上、雨水及び合流管にあっては、250ミリメートル

以上とする。 

３ 土かぶりは、１メートル以上とする。 
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

二 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他

の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のも

のとする措置が講ぜられていること。ただし、崖が

け崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合に

おいては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排

水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機

能を有するものとすることができる。 

三 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施

設の維持管理上支障がない場所に設置されている

こと。 

四 管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又

は地下水を支障なく流下させることができるもの

（公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構

造の部分にあつては、その内径又は内法のり幅が、

20センチメートル以上のもの）であること。 

五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠であ

る構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマン

ホールが設けられていること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく

変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を

除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない

範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適

当な場所 

六 ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべ

きます又はマンホールにあっては、密閉することが

できるふたに限る。）が設けられていること。 

七 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の

地表水を排除すべきますにあっては深さが15セン

チメートル以上の泥溜めが、その他のます又はマン

ホールにあってはその接続する管渠の内径又は内

法幅に応じ相当の幅のインバートが設けられてい

ること。 

  ２ 計画雨水量は、次の式により算定されたものであ

ること。 

（合理式）  

     １ 
Ｑ＝――― Ｃ・Ｉ・Ａ 
   360 

   

ここで、Ｑ：計画雨量（ｍ3／sec） 

Ｃ：流出係数（別記） 

Ｉ：降雨強度（㎜／ｈ） 

Ａ：集水面積（ha） 

３ 降雨強度は、長野県建設部河川課の「長野県内の

降雨強度式（最新版）」により算定されたものであ

ること。 

 

  （別記） 

流出係数は、「下水道施設計画・設計指針と解説」

（(社)日本下水道協会）に定める次の表の数値を標

準とする。 

種  別 流出係数 

屋  根 

道  路 

その他の不浸透面 

水  面 

0.85～0.95 

0.80～0.90 

0.75～0.85 

1.00 

間  地 

芝、樹木の多い公園 

勾配の緩い山地 

勾配の急な山地 

0.10～0.30 

0.05～0.25 

0.20～0.40 

0.40～0.60 

 

 （流出抑制施設） 

第17 雨水流出機構の変化が予想される開発行為に

おいて、政令第26条第２号の規定による一時雨水

を貯留する防災調整池その他の流出抑制措置を講

ずる場合は、長野県建設部河川課の「流域開発に伴

う防災調整池等技術基準」（平成27年）によるもの

であること。 

 （浸透施設） 

第 18 浸透施設を設ける場合は、宅地開発に伴い設

置される浸透施設等設置技術指針（平成 13 年５月

24 日国総民発第７号国土交通省総合政策局宅地課

民間宅地指導室）によることを標準とする。 

 

４ 計画雨水量は、次の式により算定するものとす

る。 

（合理式）  

     １ 
Ｑ＝――― Ｃ・Ｉ・Ａ 
   360 

   

ここで、Ｑ：計画雨量（ｍ3／sec） 

Ｃ：流出係数（別記） 

Ｉ：降雨強度（㎜／ｈ） 

Ａ：集水面積（ha） 

※ 降雨強度は、次の式により算定するか又は別表

１によること。 
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法令（抜粋） 条  例 規  則 開発許可審査指針 開発指導基準（廃止） 

都市計画法 

第33条第１項 

六 当該開発行為の目的に照らして、開発区域におけ

る利便の増進と開発区域及びその周辺の地域にお

ける環境の保全とが図られるように公共施設、学校

その他の公益的施設及び開発区域内において予定

される建築物の用途の配分が定められていること。 

 

都市計画法施行令 

第27条 主として住宅の建築の用に供する目的で行

なう20ヘクタール以上の開発行為にあっては、当

該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施

設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、そ

れぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保さ

れるような位置及び規模で配置されていなければ

ならない。ただし、周辺の状況により必要がないと

認められるときは、この限りでない。 

第23条 開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発

行為について開発許可を申請しようとする者は、

あらかじめ、次に掲げる者（開発区域の面積が40

ヘクタール未満の開発行為にあっては、第３号及

び第４号に掲げる者を除く。）と協議しなければな

らない。 
一 当該開発区域内に居住することとなる者に関係

がある義務教育施設の設置義務者 

二 当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第

５項に規定する水道事業者 

三 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第２

条第１項第９号に規定する一般送配電事業者及び

同項第 11 号の３に規定する配電事業者並びにガス

事業法第２条第６項に規定する一般ガス導管事業

者 

四 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄

道事業者及び軌道法による軌道経営者 

 

  （設置基準） 

第19 政令第27条の規定による公益的施設は、次の

表を参考として配置するものとし、あらかじめ、設

置義務者等と協議されたものであること。 

 

 

 （設置基準） 

第31 政令第27条の規定による公益的施設は、次の

表を標準として配置するものとする。 

 

 

 


